
作成日：　　　　　年　　　　　月　　　　　日

下記のとおり宅地造成等に関する工事について申告します。この書類の記載事項は、事実に相違ありません。

　盛土規制法の許可・届出　要否確認フロー

備考
①　土木事務所に建築確認を申請する場合、規制区域内外の判断は、原則、土木事務所建築部局において
　　行います。当該チェックシートを確認申請に添付してください。
　　　（規制区域の境目など、判断が難しい場合は、建設・技術課が判断しますので、土木事務所建築部局の指示に従ってください）

②　（１）～（６）の場合において、建築確認を土木事務所に申請する場合、許可証等の添付をもって、
　　「盛土規制法に適合していることを証する書面」とすることができます。
　　※他の機関に申請する場合は、当該機関の指示に従ってください。

③　（１）の場合、届出書（受領印あり）の写し（PDF）をメールで送付しますので、建設・技術課までご連絡ください。

宅地造成及び特定盛土等規制法（盛土規制法）に関するチェックシート

建築主　住所
　　　　　 氏名

土地の所在及び地番
（住所ではありません）

設計者　設計事務所名
　　　　　 作成者氏名

※規制区域外である場合及び（６）に該当する場合、上記を記載してください。

裏面につづく

建築確認申請

への添付書類

工事を行う場所は規制区域内であるか

（6）許可・届出

不要

以下の⑥～⑩のいずれかに該当する工事か

⑥ 盛土で高さ２ｍ超の崖が生じる

⑦ 切土で高さ５ｍ超の崖が生じる

⑧ 盛土と切土を同時に行い、高さが５ｍ超の崖が生じる（⑥、⑦を除く）

⑨ 盛土で高さが５ｍ超となる（⑥、⑧を除く）

⑩ 盛土又は切土により1ｍ超の高低差が生じる土地の

面積が3,000㎡超となる（⑥～⑨を除く）

都市計画法第29条の開発許可が必要か

（１）届出が必要

区域指定日をま

たぐ工事の届出

が必要。
（盛土規制法第40条）

（２）許可不要

都市計画法の許

可を盛土規制法

の許可とみなす。
（盛土規制法第34条）

（３）許可が必要

盛土規制法の許

可申請が必要。
（盛土規制法第30条）

（４）届出不要

都市計画法の許可

申請を盛土規制法

の届出とみなす。
（盛土規制法第27条）

はい

いいえ（令和８年1月５日以降に着手）はい

いいえ（令和８年１月４日までに完了）

いいえ

はい

はい

※各チェックボックスにチェックしてください。

※条件の判断が難しい場合は、下記の建設・技術課盛土担当へご相談ください。

いいえ

崖とは、３０度を超える地盤

のこと（擁壁の場合も含む）

はい

（5）届出が必要

特定盛土等規制区

域における届出が

必要。
（盛土規制法第27条）

いいえ

都市計画法第29条の開発許可が必要か

はい いいえ

いいえ

県建設・技術課が確

認したことの書類を

添付

盛土規制法の

届出書（県受領印あ

り）の写しを添付

都市計画法の

許可証の写しを添付

盛土規制法の

許可証の写しを添

付

都市計画法の

許可証の写しを添付

盛土規制法の

届出書の受理通知を

添付

土地の形質変更（盛土・切土）を行う計画か

はい

公共施設用地又は災害の発生のおそれがない工事に該当するか

いいえ

いいえ

はい

規制区域指定日（令和８年１月５日）に継続している工事か

以下の①～⑤のいずれかに該当する工事か

① 盛土で高さ１ｍ超の崖が生じる

② 切土で高さ２ｍ超の崖が生じる

③ 盛土と切土を同時に行い、高さが２ｍ超の崖が生じる（①、②を除く）

④ 盛土で高さが２ｍ超となる（①、③を除く）

⑤ 盛土又は切土により1ｍ超の高低差が生じる土地の

「崖」とは、地表面が水平面に対し30度を

超える角度をなす土地で、硬岩盤（風化の

チェックシートを添付

建築確認申請への添付書類
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④　（６）の場合は建設・技術課が判断しますので、事前相談書様式（盛土規制法に係る手続不要確認書）

　　に根拠図面等を添えてご相談ください。事前相談書様式に県受付印を押印したものの写しをPDFで返却します。

　　当該写しを確認申請書に添付してください。

チェックシートの記載に当たっては、県HPの規制区域や宅地造成及び特定盛土等規制法

に基づく許可等の手引（以下「手引」といいます。）を必ず確認してください。

［参考］

○規制区域

○公共施設用地（詳細は、手引きP２－P５参照）

○災害の発生のおそれがないと認められる工事等（詳細は、手引きP２１－P２７参照）

【お問合せ先】

　規制区域内であっても、公共施設の用に供されている土地（公共施設用地）で行われる盛土等に関する工事は、盛土規制法の適
用除外です。

区　分 内　容

盛土規制法の規制区域については、佐賀県HPを参照してください。

　https://www.pref.saga.lg.jp/kiji003115410/index.html

法　律
第２条
第１号

 第１号 公共施設用地 
道路、公園、河川その他政令（政令第2条）で定める公共の用に供する施設の用に供されて
いる土地

政　令
第２条

政令で定める公共の用
に供する施設

砂防設備、地すべり防止施設、海岸保全施設、津波防護施設、港湾施設、漁港施設、飛行
場、航空保安施設、鉄道、軌道、索道、無軌条電車の用に供する施設その他これらに準ずる
施設で主務省令（省令第1条第1項）で定めるもの、及び国又は地方公共団体が管理する学
校、運動場、墓地その他の施設で主務省令（省令第1条第2項）で定めるもの

省　令
第８条

・土地改良法に基づく土地改良事業（農業用用水排水施設の新設等）等に係る工事
・火薬類取締法に基づく火薬類の製造施設の設置等に係る工事
・家畜伝染病予防法に基づく家畜の死体等の埋却等に係る工事
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく廃棄物の処分に係る工事
・土壌対策汚染法に基づく汚染土壌の搬出又は処理に係る工事
・平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質に
よる環境の汚染への対処に関する特別措置法に基づく廃棄物又は除去土壌の保管又は処分等に係る工事
・森林の施業を実施するために必要な作業路網の整備に関する工事
・国、地方公共団体又は次に掲げる法人が非常災害のために必要な応急措置として行う工事（地方住宅供給公社、土
地開発公社、日本下水道事業団、(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構、 (独)水資源機構、(独)都市再生機構）

＜一定規模以下の工事＞
・高さ2ｍ以下かつ面積500㎡超の盛土又は切土（政令第3条第5号の盛土又は切土に限る。）で あって、盛土又は
切土をする前後の地盤面の標高の差が１ｍを超えないもの

省　令
第１条
第１項

その他これらに準ずる施
設で主務省令で定める
もの

雨水貯留浸透施設、農業用ため池、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第2
条第2項に規定する防衛施設

省　令
第１条
第２項

国又は地方公共団体が
管理する学校、運動場、
墓地その他の施設で主
務省令で定めるもの

学校、運動場、緑地、広場、墓地、廃棄物処理施設、水道、下水道、営農飲雑用水施設、水産
飲雑用水施設、農業集落排水施設、漁業集落排水施設、林地荒廃防止施設、急傾斜地崩壊
防止施設

　規制対象工事であっても、災害の発生するおそれがないと認められる工事等は、許可又は届出を要しません。

区　分 内　容

政　令
第５条

・鉱山保安法の届出に基づく鉱物の採取（鉱業上使用する特定施設の設置工事等）
・鉱業法に基づく鉱物の採取（認可を受けた施業案の実施に係る工事）
・採石法に基づく岩石の採取（認可を受けた採取計画に係る工事）
・砂利採取法に基づく砂利の採取（認可を受けた採取計画に係る工事）
・前各号に掲げる工事と同等以上に宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められる工事
　として主務省令（省令第8条）で定めるもの

kensetsu-gijutsu@pref.saga.lg.jp
佐賀県 県土整備部建設・技術課 盛土担当

＜ご来庁される際は、事前にお電話にてご予約を
お願いします。＞

担当部署 連絡先

0952-25-7180

メールアドレス
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